
『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
と
「
和
」
に
つ
い
て

1

は
じ
め
に

二
〇
一
九
年
五
月
一
日
か
ら
「
令
和
」
の
元
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
元
号
」
は
、
元
来
、
中
国
で
発
祥
し
て
日
本
で
も
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

（
１
）

で
あ
り
、
思
想
的
に
は
中
国
哲
学
の
研
究
領
域

（
２
）

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
元
号
の
「
令
」
と
「
和
」
の
文
字
に
つ
い
て

の
若
干
の
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。

四
角
号
碼
索
引
で
「
令
」
の
文
字
は
、「
８
０
３
０
７

」
で
あ
る
。
因
み
に
、「
令
」
の
文
字
を
「
令
」
と
表
記
し
た
ら
、「
８
０
２
０
７

」

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
３
）

。
栾
贵
明
・
田
栾
主
編
『
十
三
経
索
引
』（
北
京
中
国
社
会
科
学
出
版
社　

二
〇
〇
三
年
〈
中
華
人
民
共
和
国

五
十
五
〉）
の
『
禮
記
』
八
三
一
頁
の
「
令　

８
０
３
０
７

」
に
、

命
相
布
徳
和
〇　
　

０
３
０
／
０
９

と
あ
り
、
ま
た
、
同
書
、
四
〇
八
頁
の
「
和　

２
６
９
０
０

」
に
、

命
相
布
徳
〇
令　
　

０
３
０
／
０
８

と
あ
る

（
４
）

。
つ
ま
り
、
こ
の
「
和
令
」
の
語
彙
は
、『
礼
記
』
月
令
篇
に
、

一

『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
と
「
和
」
に
つ
い
て

―
―
「
礼
の
思
想
」
の
行
方
―
―

春

本

秀

雄
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立
春
之
日
、
天
子
親
帥
三
公
九
卿
諸
侯
大
夫
、
以
迎
春
於
東
郊
、
還
反
賞
公
卿
諸
侯
大
夫
於
朝
、
命
相
布
徳
和
令
、
行
慶
施
惠
、
下

及
兆
民
。（
立
春
の
日
、
天
子
、
親
ら
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
を
帥
ゐ
て
、
以
て
春
を
東
郊
に
迎
へ
、
還
反
し
て
公
卿
・
諸
侯
・

大
夫
を
朝
に
賞
し
、
相
に
命
じ
て
徳
を
布
き
令
を
和
ら
げ
、
慶
を
行
ひ
恵
を
施
す
こ
と
、
下
、
兆
民
に
及
ぶ
。）

と
あ
る

（
５
）

。
こ
の
『
礼
記
』
月
令
篇
の
「
和
令
」
の
語
彙
に
つ
い
て
は
、
先
に
、
大
阪
大
学
名
誉
教
授
の
加
地
伸
行
先
生
の
ご
指
摘
が
あ
っ
た

（
６
）

。

「
和
令
」で
な
く
て
、「
令
和
」の
語
彙
は
、『
辞
海
』（
中
華
書
局
香
港
分
局　

一
九
六
五
年〈
中
華
人
民
共
和
国
十
七
〉）、『
漢
語
大
詞
典
』（
漢

語
大
詞
典
出
版
社　

一
九
九
七
年
〈
中
華
人
民
共
和
国
四
十
七
〉）、『
佩
文
韻
府
』（
康
熙
間
勅
撰　

臺
灣
商
務
印
書
丱
館　

一
九
三
七
年

〈
中
華
民
國
二
十
六
〉）、
朱
起
鳳
撰
『
辞
通
』（
臺
灣
開
明
書
店　

一
九
六
〇
年
〈
中
華
民
國
四
十
九
〉）、
符
定
一
編
『
聯
緜
字
典
』（
臺

灣
中
華
書
局　

一
九
七
九
年
〈
中
華
民
國
六
十
八
〉）
等
の
辞
書
に
な
い
。
し
か
し
、
諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辭
典　

巻
一
』（
大
修
館
書

店　

一
九
六
〇
年
〈
昭
和
三
十
五
〉）
の
六
一
九
頁
に
、「【
令
和
】
１
８
２　

レ
イ
ワ　

字
號
。
❶
後
魏
、
趙
邕
（
１
０
―
３
７
１
７
１

‥
３
６
２
）
の
字
。
❷
南
齊
、江
謐
（
６
―
１
７
１
４
０
‥
３
８
６
）
の
字
。
❸
隋
、乞
伏
慧
（
１
―
１
７
０
‥
６
１
）
の
字
。」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、「
令
和
」
は
「
字
」
と
し
て
歴
史
的
に
存
在
は
し
て
い
て
も
、
他
に
、「
令
和
」
の
語
彙
は
な
い

（
７
）

。

『
論
語
』
に
「
令
和
」
の
語
彙
は
勿
論
、存
在
し
な
い
。
し
か
し
、「
令
」
と
「
和
」
の
文
字
が
使
わ
れ
た
章
が
あ
る
。
例
え
ば
、『
論
語
』

学
而
篇
の
「
子
曰
。
巧
言
令
色
、
鮮
矣
仁
。（
子
、
曰
は
く
。
巧
言
令
色
、
鮮
な
し
仁
。）」
と
あ
る
。
ま
た
、『
論
語
』
子
路
篇
に
、「
子
曰
。

君
子
、
和
而
不
同
。
小
人
、
同
而
不
和
。（
子
、
曰
は
く
。
君
子
、
和
し
て
同
ぜ
ず
。
小
人
、
同
じ
て
和
せ
ず
。）」
と
あ
る
。
他
に
も
「
令
」

と
「
和
」
の
文
字
が
使
わ
れ
た
章
が
あ
る

（
８
）

。
本
拙
稿
に
お
い
て
は
、
特
に
、『
論
語
』
で
は
ど
の
よ
う
な
「
令
」
と
「
和
」
の
文
字
を
用

い
た
章
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
「
令
」
と
「
和
」
の
文
字
の
意
味
や
使
わ
れ
方
、
更
に
は
、
そ
の
章
の
内
容
、
思
想
等
に
つ
い
て
、
主

に
考
察
し
た
。

二
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一　
「
令
」
と
「
和
」
の
文
字
に
つ
い
て

先
ず
は
、「
令
」
と
「
和
」
の
文
字
に
つ
い
て
の
解
明
を
し
て
み
た
い
。

元
来
、「
令
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
文
字
で
あ
ろ
う
か
。『
説
文
解
字
』
九
篇
上
「
令

（
９
）

」
に
、

發
號
也
。（
号
を
発
す
る
な
り
。）

と
あ
る
。
こ
の
段
注
に
、

号
部
曰
。
號
者
嘑
也
。
口
部
曰
。
嘑
者
號
也
。
發
號
者
發
其
號
嘑
、
以
使
人
也
。
是
曰
令
。
人
部
曰
。
使
者
令
也
。
義
相
轉
注
。
引

伸
、
爲
律
令
、
爲
時
令
。
詩
箋
曰
。
令
善
也
。
按
、
詩
多
言
令
。
毛
、
無
。
伝
古
文
尚
書
、
言
靈
。
見
般
庚
多
士
多
方
。
般
庚
正
義

引
釋
詁
、
靈
善
也
。
葢
、
今
本
爾
雅
作
令
。
非
古
也
。
凡
、
令
訓
、
善
者
、
靈
之
假
借
字
也
。（
号
部
に
曰
は
く
。「
号
は
嘑
な
り
」、

と
。
口
部
に
曰
は
く
。「
嘑
は
号
な
り
」、
と
。「
号
を
発
す
る
」
は
、「
其
の
号
嘑
を
発
し
て
、
以
て
人
を
使
ふ
な
り
。」。
是
れ
「
令
」

と
曰
ふ
。
人
部
に
曰
は
く
。「
使
は
令
な
り
」、
と
。
義
、
相
ひ
、
転
注
す
。
引
伸
し
て
、「
律
令
」
と
為
し
、「
時
令
」
と
為
る
。『
詩
』

（
小
雅
、「
角
弓
」）
の
（
鄭
）
箋
に
曰
は
く
。「
令
は
善
な
り
」、
と
。
按
ず
る
に
、『
詩
』
多
く
「
令
」
を
言
ふ
。『
毛
』、
無
し
。『
古

文
尚
書
』
に
伝
ふ
る
に
は
、「
霊
」
を
言
ふ
。「
般
庚
」・「
多
士
」・「
多
方
」
に
見
み
ゆ
。「
般
庚
」
の
「
正
義
」
に
は
、（『
爾
雅
』）「
釋

詁
」
を
引
き
て
、「
霊
は
善
な
り
」
と
す
。
蓋
し
、今
本
の
『
爾
雅
』
は
（「
霊
」
で
は
な
く
て
）「
令
」
に
作
る
。
古
に
非
ざ
る
な
り
。

凡
よ
そ
、「
令
」
の
訓
、「
善
」
は
、「
霊
」
の
仮
借
の
字
な
り
。）

と
あ
る
。
更
に
続
け
て
、『
説
文
解
字
』
九
篇
上
「
令
」
に
、

从
亼
卩、

。（
亼
卩、

に
从
ふ
。）

と
あ
る
。
こ
の
段
注
に
、

號
嘑
者
招
集
之
卩
也
。
故
、
从
亼
卩、

。
會
意
。
力
正
切
。
古
音
在
十
二
部
。（
号
嘑
は
、
こ
れ
を
卩
に
招
集
す
る
な
り
。
故
に
、
亼

卩、

に
从
ふ
。
会
意
な
り
。
力
、
正
の
切
な
り
。
古
音
は
十
二
部
に
存
す
。

三
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と
あ
る
。
号
嘑
を
発
し
て
人
を
使
う
の
を
令
と
言
い
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
使
」
の
転
注
で
「
令
」
と
な
る
。（
そ
し
て
、）
引
伸
し
て
「
律

令
」、「
時
令
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
令
の
訓
は
、（『
爾
雅
』）
釋
詁
の
「
霊
は
善
な
り
」
の
「
霊
」
の
字
の
（
音
の
）
仮
借
に
よ
り
、「
令

は
善
」
と
な
っ
た
と
言
う
。
ま
た
、
白
川
静
著
『
字
統
』（
平
凡
社　

一
九
八
四
年
〈
昭
和
五
十
九
〉）
八
九
六
頁
に
、

令　

象
形　

礼
冠
を
つ
け
て
、
跪
（
ひ
ざ
ま
ず
）
い
て
神
意
を
聞
く
神
職
の
も
の
の
形
。
上
部
は
三
角　

形
に
似
た
深
い
冠
の
形
で

あ
る
。
古
く
令
の
意
と
、
ま
た
そ
の
字
形
の
ま
ま
で
命
の
字
に
も
用
い
た
。〔
説
文
〕
九
上
に
「
號
（
が
う
）
を
發
す
る
も
の
な
り
。

亼
（
し
ふ
）・
卩
（
せ
つ
）
に
従
ふ
〉
と
会
意
に
解
す
る
。
亼
を
集
、
卩
を
節
と
し
、
人
を
集
め
て
五
瑞
の
節
を
頒
（
わ
か
）
ち
、

そ
の
政
令
を
発
す
る
意
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、卜
文
・
金
文
の
形
は
、礼
帽
を
着
け
て
、謹
み
跪
い
て
神
意
を
聴
く
人
の
形
に
作
る
。

そ
の
神
意
は
、
神
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
金
文
の
命
の
字
は
、
は
じ
め
令
に
字
形
の
ま
ま
で
、「
大
令
」「
天
令
」「
明
令
」「
休

令
」「
先
王
の
令
」「
祖
考
の
令
」
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
お
り
、
西
周
（
せ
い
し
ゅ
う
）
後
期
に
至
っ
て
、
こ
れ
に
祝
禱
を
収
め
る

器
の

（
さ
い
）
を
加
え
て
、
命
（
＊
め
い
）
に
作
る
。
令
・
命
は
も
と
一
字
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
若
（
＊
じ
ゃ
く
）
も

も
と

に
従
わ
な
い
字
で
あ
っ
た
が
、
西
周
中
期
か
ら

を
加
え
た
字
形
と
な
っ
た
。
ま
た
鈴
（
＊
れ
い
）
も
、〔
毛
公
鼎
〕
の
「
朱

旂
（
し
ゅ
き
）
二
鈴
」、
ま
た
〔
楚
王
鐘
（
そ
お
う
し
ょ
う
）〕〔
許
子
鐘
（
き
ょ
し
し
ょ
う
）〕
の
鈴
も
、
す
べ
て
命
に
従
う
て

に

作
る
。
令
・
命
は
な
お
一
字
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
鈴
は
神
を
降
し
、
神
を
送
る
と
き
の
楽
器
で
あ
る
。
神
意
に
従
う
こ
と

か
ら
令
善
の
義
と
な
り
、
令
名
・
令
聞
の
よ
う
に
用
い
る
。
ま
た
命
令
の
意
よ
り
官
長
や
使
役
の
義
と
な
り
、
の
ち
敬
称
と
し
て
令

閨
（
れ
い
け
い
）・
令
嗣
（
れ
い
し
）
の
よ
う
に
用
い
る
。

と
あ
る）

11
（

。「
令
」
の
文
字
の
卜
文
や
金
文
の
形
か
ら
は
、「
礼
帽
を
着
け
て
、
謹
み
跪
い
て
神
意
を
聴
く
人
の
形
に
作
る
。」
の
が
も
と
も

と
の
「
令
」
の
文
字
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
更
に
、
賈
誼
の
『
新
書
』
等
齊
に
、「
天
子
之
言
、
曰
、
令
。（
天
子
の
言
、
曰
は
く
、
令

な
り）

11
（

。）」
と
も
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
令
」
と
は
、「
天
神
の
意
、
善
な
る
も
の
」
と
言
え
る）

12
（

。

次
に
、
元
来
、「
和
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
文
字
で
あ
ろ
う
か
。

『
説
文
解
字
』
二
篇
上
「
和
（
咊）

11
（

）」
に
、

四



『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
と
「
和
」
に
つ
い
て

5

五

相
應
也
。
从
口
。
禾
聲
。（
相
ひ
応
ず
る
な
り
。
口
に
从
ふ
。
禾
の
声
。）

と
あ
る
。
こ
の
段
注
に
、

古
唱
和
字
。
不
讀
去
聲
。
戸
戈
切
。
十
七
部
。（
古
く
は
、
和
の
字
を
唱
ふ
。
去
声
に
読
ま
ず
。
戸
、
戈
の
切
な
り
。
十
七
部
。）

と
あ
る
。
ま
た
、
白
川
静
著
『
字
統
』（
平
凡
社　

一
九
八
四
年
〈
昭
和
五
十
九
〉）
九
二
一
頁
に
、

和　

会
意　

禾
（
か
）
と
口
と
に
従
う
。
禾
（
＊
）
は
軍
門
に
立
て
る
標
識
で
、
左
右
両
禾
は
軍
門
の
象
。
口
は

（
さ
い
）、
祝

禱
を
収
め
る
器
で
、
こ
の
字
に
お
い
て
は
軍
門
で
盟
誓
し
、
和
議
を
行
な
う
意
で
あ
る
。
ゆ
え
に
和
平
の
意
と
な
る
。〔
説
文
〕
二

上
に
「
相
譍
（
こ
た
）
ふ
る
な
り
」
と
応
和
、
相
和
す
る
意
と
解
し
、
ま
た
字
を
禾
声
と
す
る
が
、
相
和
す
る
字
は
龢
（
＊
わ
）
で

あ
り
、
和
は
軍
門
媾
和
を
原
義
と
す
る
字
で
あ
る
。・
・
・（
中
略
）・
・
・

こ
れ
に
よ
っ
て
和
平
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
、
和
平
の
意
と
な
り
、
和
順
の
意
と
な
る
。
金
文
に
、
父
母
に
対
し
て
自
ら
を
和
子
と

い
う
例
が
あ
る
。
和
の
訓
義
は
甚
だ
多
く
、字
書
に
三
十
数
義
を
列
す
る
が
、み
な
軍
門
に
和
議
の
義
か
ら
の
引
伸
の
義
で
あ
る
。・・・

と
あ
る）

14
（

。「
軍
門
で
盟
誓
し
、
和
議
を
行
う
の
意
」
が
原
義
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
引
伸
し
て
、
和
平
、
和
順
の

意
と
な
り
、
話
し
合
い
を
し
て
講
和
を
す
る
意
味
と
な
っ
た
。
ま
た
、
更
に
、『
周
礼
』
春
官
宗
伯
下　

大
司
楽
「
中
和
祗
庸
孝
友
」
の

鄭
注
に
「
和
、剛
柔
適
也
。（
和
は
、剛
柔
の
適
な
り）

15
（

。）」
と
あ
り
、『
太
玄
経
』
玄
棿
「
以
和
天
下
（
以
て
天
下
を
和
す
）」
の
范
注
に
「
和
、

調
也
。（
和
は
、
調
な
り）

11
（

。）」
と
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
和
」
と
は
、「
話
し
合
い
に
よ
り
剛
柔
を
調
整
す
る
こ
と
」
と
言
え
る
。

二　
『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
に
つ
い
て

次
に
、『
論
語
』
で
は
ど
の
よ
う
に
「
令
」
の
文
字
を
用
い
た
章
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
「
令
」
の
文
字
の
意
味
や
使
わ
れ
方
、
等
、

は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
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六

栾
贵
明
・
田
栾
主
編
『
十
三
経
索
引
』（
北
京　

中
国
社
会
科
学
出
版
社　

二
〇
〇
三
年
〈
中
華
人
民
共
和
国
五
十
五
〉）「
論
語
巻
」

一
五
九
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

８
０
３
０
７
令

０
伊
子
文
。
０
０
６　

３
２

舊
０
伊
之
政
。
０
０
６　

３
２

不
０
而
行
。
０
２
１　

１
６

雖
０
不
從
。
０
２
１　

１
６

慢
０
致
期
謂
之
賊
。
０
３
５　

１
８

巧
言
０
色
鮮
矣
仁
。
０
０
１　

０
７

巧
言
０
色
足
恭
。
０
０
７　

０
８

巧
言
０
色
鮮
矣
仁
。
０
３
１　

０
１

三
仕
為
０
伊
。
０
０
６　

３
２

必
以
告
新
０
伊
。
０
０
６　

３
３

と
あ
る）

11
（

。
こ
れ
等
は
次
に
示
す
よ
う
な
『
論
語
』
の
本
文）

11
（

に
「
令
」
の
文
字
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

①　
〈
０
伊
子
文
。
０
０
６　

３
２
〉・〈
舊
０
伊
之
政
。
０
０
６　

３
２
〉・〈
三
仕
為
０
伊
。
０
０
６　

３
２
〉・〈
必
以
告
新
０
伊
。

０
０
６　

３
３
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
公
冶
長
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る）

11
（

。

子
張
問
曰
。
令
尹
子
文
三
仕
爲
令
尹
。
無
喜
色
。
三
已
之
。
無
愠
色
。
𦾔
令
尹
之
政
、必
以
告
新
令
尹
。
何
如
。
子
曰
。
忠
矣
。
曰
。

仁
矣
乎
。
曰
。
未
知
、
焉
得
仁
。
崔
子
弑
齊
君
。
陳
文
子
有
馬
十
乘
。
棄
而
違
之
。
至
於
他
邦
、
則
曰
。
猶
吾
大
夫
崔
子
也
。
違
之
。

之
一
邦
、
則
又
曰
。
猶
吾
大
夫
崔
子
也
。
違
之
。
何
如
。
子
曰
。
淸
矣
。
曰
。
仁
矣
乎
。
曰
。
未
知
、
焉
得
仁
。（
子
張
、
問
ひ
て

曰
は
く
。
令
尹
の
子
文
、
三
た
び
仕
へ
て
令
尹
と
為
る
。
喜
色
な
し
。
三
た
び
こ
れ
を
已
む
。
愠
の
色
な
し
。
旧
の
令
尹
の
政
は
、



『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
と
「
和
」
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つ
い
て

7

必
ら
ず
以
っ
て
新
な
令
尹
に
告
ぐ
。
何
如
。
子
、
曰
は
く
。
忠
な
り
。
曰
は
く
。
仁
な
り
や
。
曰
は
く
。
未
だ
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
仁

を
得
ん
。
崔
子
、
齊
の
君
を
弑
す
。
陳
文
子
に
馬
十
乘
、
有
り
。
棄
て
て
こ
れ
に
違
ふ
。
他
邦
に
至
れ
ば
、
則
ち
曰
は
く
。
猶
ほ
吾

が
大
夫
、
崔
子
が
ご
と
き
な
り
、
と
。
こ
れ
に
違
ふ
。
一
邦
に
之
か
ば
、
則
は
ち
又
た
曰
は
く
。
猶
ほ
吾
が
大
夫
、
崔
子
が
ご
と
き

な
り
、
と
。
こ
れ
に
違
ふ
。
何
如
。
子
、
曰
は
く
。
清
き
な
り
。
曰
は
く
。
仁
な
り
や
。
曰
は
く
。
未
だ
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
仁
を
得

ん
。）・
・
・「
令
」
は
「
令
尹
」
と
し
て
官
名
と
し
て
「
令
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。

②　
〈
不
０
而
行
。
０
２
１　

１
６
〉・〈
雖
０
不
從
。
０
２
１　

１
６
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
子
路
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る）

21
（

。

子
曰
。
其
身
正
、
不
令
而
行
、
其
身
不
正
、
雖
令
不
從
。（
子
、
曰
は
く
。
其
の
身
、
正
し
け
れ
ば
、
令
せ
ず
と
も
行
は
れ
、
其
の
身
、

正
か
ら
ざ
れ
ば
、
令
す
と
雖
も
従
は
ず
。）・
・
・「
令
」
は
「
命
令
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。・
・
・
人
と
し
て
正
し
い
こ
と
を

し
て
い
れ
ば
、
人
を
動
か
す
為
の
命
令
の
有
無
の
存
在
は
及
び
得
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る）

21
（

。

③　
〈
慢
０
致
期
謂
之
賊
。
０
３
５　

１
８
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
堯
曰
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る）

22
（

。

子
張
問
於
孔
子
曰
。何
如
斯
可
以
從
政
矣
。子
曰
。尊
五
美
、屛
四
悪
、斯
可
以
從
政
矣
。子
張
曰
。何
謂
五
美
。子
曰
。君
子
惠
而
不
費
、

勞
而
不
怨
、
欲
而
不
貪
、
泰
而
不
驕
、
威
而
不
猛
。
子
張
曰
。
何
謂
惠
而
不
費
。
子
曰
。
因
民
之
所
利
而
利
之
。
斯
不
亦
惠
而
不
費

乎
。
擇
可
勞
而
勞
之
。
又
誰
怨
。
欲
仁
而
得
仁
。
又
焉
貪
。
君
子
無
衆
寡
、
無
小
大
、
無
敢
慢
。
斯
不
亦
泰
而
不
驕
乎
。
君
子
正
其

衣
冠
、
尊
其
瞻
視
、
儼
然
人
望
而
畏
之
。
斯
不
亦
威
而
不
猛
乎
。
子
張
曰
。
何
謂
四
悪
。
子
曰
。
不
敎
而
殺
。
謂
之
虐
。
不
戒
視
成
。

謂
之
暴
。
慢
令
致
期
。
謂
之
賊
。
猶
之
與
人
也
。
出
納
之
吝
。
謂
之
有
司
。（
子
張
、孔
子
に
問
ひ
て
曰
は
く
。
何
如
な
れ
ば
斯
れ
以
っ

て
政
に
従
う
べ
き
か
。
子
、
曰
は
く
。
五
美
を
尊
び
、
四
悪
を
屛
（
し
り
ぞ
）
け
れ
ば
、
斯
れ
以
っ
て
政
に
従
ふ
べ
し
。
子
張
、
曰

は
く
。
何
を
五
美
と
謂
ふ
か
。
子
、
曰
は
く
。
君
子
、
恵
し
て
費
へ
ず
、
労
し
て
怨
み
ず
、
欲
し
て
貪
ぼ
ら
ず
、
泰
に
し
て
驕
ら
ず
、

威
に
し
て
猛
か
ら
ず
、
と
。
子
張
、
曰
は
く
。
何
を
恵
し
て
費
へ
ず
と
謂
ふ
か
。
子
、
曰
は
く
。
民
の
利
と
す
る
所
に
因
り
て
こ
れ

を
利
す
。
斯
れ
亦
た
恵
し
て
費
へ
ず
に
あ
ら
ず
や
。
労
す
べ
き
を
択
び
て
こ
れ
を
労
す
。
又
た
誰
を
か
怨
ま
ん
。
仁
を
欲
し
て
仁
を

得
た
り
。
又
た
焉
ん
ぞ
貪
ぼ
ら
ん
。
君
子
、
衆
寡
な
く
、
小
大
な
く
、
敢
へ
て
慢
（
あ
な
ど
）
る
こ
と
な
し
。
斯
れ
亦
た
泰
に
し
て

七
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驕
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
や
。
君
子
は
其
の
衣
冠
を
正
し
く
し
て
、
其
の
瞻
視
（
せ
ん
し
）
を
尊
く
し
、
儼
然
と
し
て
、
人
、
望
み
て
、

こ
れ
を
畏
る
。
斯
れ
亦
た
威
に
し
て
猛
か
ら
ず
に
あ
ら
ず
や
。
子
張
、
曰
は
く
。
何
を
四
悪
と
謂
ふ
か
。
子
、
曰
は
く
。
教
へ
ず
し

て
殺
す
。
こ
れ
を
虐
と
謂
ふ
。
戒
め
ず
し
て
、
成
る
を
視
る
。
こ
れ
を
暴
と
謂
ふ
。
令
を
慢
（
ゆ
る
）
く
し
て
、
期
を
致
す
。
こ
れ

を
賊
と
謂
ふ
。
こ
の
ご
と
く
人
に
与
ふ
る
な
り
。
出
納
の
吝
（
や
ず
さ
）
か
な
る
。
こ
れ
を
有
司
と
謂
ふ
。）・・・「
令
」
は
「
命
令
」

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

④　
〈
巧
言
０
色
鮮
矣
仁
。
０
０
１　

０
７
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
学
而
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。　

子
曰
。
巧
言
令
色
、
鮮
矣
仁
。（
子
、
曰
は
く
。
巧
言
令
色
、
鮮
な
し
仁
。）・
・
・「
令
」
は
「
善
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。・
・
・

集
注
に
、「
巧
、
好
。
令
、
善
也
。（
巧
は
好
な
り
。
令
は
善
な
り
。）」
と
あ
る）

24
（

。

⑤　
〈
巧
言
０
色
足
恭
。
０
０
７　

０
８
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
公
冶
長
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る）

25
（

。

子
曰
。
巧
言
令
色
足
恭
、左
丘
明
恥
之
。
丘
亦
恥
之
。
匿
怨
而
友
其
人
、左
丘
明
恥
之
、丘
亦
恥
之
、（
子
、曰
は
く
。
巧
言
令
色
足
恭
は
、

左
丘
明
、
こ
れ
を
恥
ず
。
丘
も
ま
た
こ
れ
を
恥
ず
。
怨
み
を
匿
し
て
其
の
人
を
友
と
す
る
は
、
左
丘
明
、
こ
れ
を
恥
ず
。
丘
も
ま
た

こ
れ
を
恥
ず
。）・
・
・「
令
」
は
「
善
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

⑥　
〈
巧
言
０
色
鮮
矣
仁
。
０
３
１　

０
１
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
陽
貨
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る）

21
（

。

子
曰
。
巧
言
令
色
。
鮮
矣
仁
。（
子
、
曰
は
く
。
巧
言
令
色
、
鮮
な
し
仁
。） ・
・
・「
令
」
は
「
善
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
論
語
』
の
六
篇
に
「
令
」
の
文
字
が
出
て
く
る
。

①
の
公
冶
長
篇
の
「
令
尹
」
の
「
令
」
は
「
官
名
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
②
の
子
路
篇
・
③
の
堯
曰
篇
で
は
、「
令
」
が
「
命
令
」

の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
④
の
学
而
篇
・
⑤
の
公
冶
長
篇
・
⑥
の
陽
貨
篇
の
「
巧
言
令
色
」
の
「
令
」
の
文
字
は
「
善
」
の
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
論
語
』
に
お
い
て
、「
令
」
は
、
⑴
「
官
名
」
の
意
味　

⑵
「
命
令
」
の
意
味　

⑶
「
善
」
の
意
味　

の

三
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、『
論
語
』
で
は
、「
令
」
に
「beautiful

」
の
意
味
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
④
学
而
篇　

⑤
公
冶
長
篇　

⑥
陽

貨
篇
に
あ
る
「
巧
言
令
色
」
は
「
鮮
矣
仁
（
鮮
な
し
仁
。）」
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
論
語
』
に
お
い
て
は
、「
令
色
」
は
良
い
意
味

八



『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
と
「
和
」
に
つ
い
て

9

で
使
わ
れ
て
い
な
い）

21
（

。

三　
『
論
語
』
に
お
け
る
「
和
」
に
つ
い
て

次
に
、『
論
語
』
で
は
ど
の
よ
う
な
「
和
」
の
文
字
を
用
い
た
章
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
「
和
」
の
文
字
の
意
味
や
使
わ
れ
方
は
ど

の
よ
う
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
述
べ
て
み
た
い
。

前
掲
、栾
贵
明
・
田
栾
主
編
『
十
三
経
索
引
』（
北
京　

中
国
社
会
科
学
出
版
社　

二
〇
〇
三
年
〈
中
華
人
民
共
和
国
五
十
五
〉）「
論
語
巻
」

八
八
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

２
６
９
０
０

和
０
爲
貴
。　

０
０
１　

２
２

０
無
寡
。　

０
２
８　

０
９

知
０
而
０
。
０　

０
０
１　

２
３

而
後
０
之
。　

０
１
１　

１
１

君
子
０
而
不
同
。　

０
２
２　

１
１

動
之
斯
０
。　

３
４　

１
１

小
人
同
而
不
０
。　

０
２
２　

１
１

と
あ
る）

21
（

。
こ
れ
等
は
次
に
示
す
よ
う
な
「
和
」
の
文
字
が
『
論
語
』
の
本
文
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

①　
〈
０
爲
貴
。　

０
０
１　

２
２
〉・〈
知
０
而
０
。
０　

０
０
１　

２
３
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
学
而
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る）

21
（

。

有
子
曰
。
禮
之
用
、
和
爲
貴
。
先
王
之
道
、
斯
爲
美
。
小
大
由
之
、
有
所
不
行
。
知
和
而
和
、
不
以
禮
節
之
、
亦
不
可
行
也
。（
有

九
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子
、
曰
は
く
。
礼
の
用
は
、
和
を
貴
し
と
為
す
。
先
王
の
道
、
斯
れ
を
美
と
為
す
。
小
、
大
、
こ
れ
に
由
る
も
、
行
な
は
れ
ざ
る
所

あ
り
。
和
を
知
り
て
和
し
、
礼
を
以
っ
て
こ
れ
を
節
せ
ざ
れ
ば
、
亦
た
行
こ
な
は
れ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。）・・・「
和
」
は
「
調
和
」

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。・
・
・
こ
の
学
而
篇
の
章
は
、
聖
徳
太
子
の
「
十
七
条
の
憲
法
」
第
一
条
の
「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」

の
典
拠
と
な
る
も
の）

11
（

で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
和
」
の
重
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
礼
」
を
実
現
す
る
為
に
は
「
和
」
の
必
要
性
・

重
要
性
が
あ
る
と
し
て
、「
礼
」・「
和
」
の
相
互
関
連
性
・
相
互
補
完
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
邢
昺
疏
で
は
、「
和
、
謂

楽
也
。
楽
主
和
同
、
故
謂
楽
爲
和
。
夫
禮
勝
則
離
、
謂
所
居
不
和
。
故
禮
貴
用
和
、
使
不
至
於
離
也
。（
和
は
楽
を
謂
ふ
な
り
。
楽
、

和
同
を
主
と
す
。
故
に
楽
、
和
を
為
す
を
謂
ふ
。
夫
れ
、
礼
、
勝
れ
ば
則
は
ち
離
れ
、
居
す
る
所
、
不
和
を
謂
ふ
。
故
に
礼
、
貴
び

和
を
用
ひ
、離
は
る
る
に
至
ら
ざ
ら
使
め
ん
。）」
と
あ
る）

12
（

。
邢
昺
（
九
二
三
～
一
〇
一
〇
）
は
「
和
」
よ
り
も
「
礼
」
が
勝
れ
ば
「
不

和
」
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
礼
」
に
は
「
和
」
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

②　
〈
０
無
寡
。　

０
２
８　

０
９
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
季
氏
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る）

11
（

。

季
氏
將
伐
顓
臾
。冉
有
、季
路
見
於
孔
子
曰
。季
氏
將
有
事
於
顓
臾
。孔
子
曰
。求
。無
乃
爾
是
過
與
。夫
顓
臾
、昔
者
先
王
以
爲
東
蒙
主
、

且
在
邦
域
之
中
矣
。
是
社
稷
之
臣
也
。
何
以
伐
爲
。
冉
有
曰
。
夫
子
欲
之
。
吾
二
臣
者
、皆
不
欲
也
。
孔
子
曰
。
求
。
周
任
有
言
曰
。

陳
力
就
列
、
不
能
者
止
。
危
而
不
持
、
顚
而
不
扶
、
則
將
焉
用
彼
相
矣
。
且
爾
言
過
矣
。
虎
兕
出
於
柙
、
龜
玉
毀
於
櫝
中
、
是
誰
之

過
與
。
冉
有
曰
。
今
夫
顓
臾
、
固
而
近
於
費
。
今
不
取
、
後
世
必
爲
子
孫
憂
。
孔
子
曰
。
求
。
君
子
疾
夫
舎
曰
欲
之
、
而
必
爲
之
辭
。

丘
也
聞
。
有
國
有
家
者
、
不
患
寡
而
患
不
均
、
不
患
貧
而
患
不
安
。
蓋
均
無
貧
、
和
無
寡
、
安
無
傾
。
夫
如
是
。
故
遠
人
不
服
、
則

脩
文
徳
以
來
之
、
既
來
之
、
則
安
之
。
今
由
與
求
也
相
夫
子
、
遠
人
不
服
而
不
能
來
也
。
邦
分
崩
離
析
而
不
能
守
也
。
而
謀
動
干
戈

於
邦
内
。
吾
恐
。
季
孫
之
憂
、
不
在
顓
臾
、
而
在
蕭
牆
之
内
也
。（
季
氏
、
将
に
顓
臾
（
せ
ん
ゆ
）
を
伐
た
ん
と
す
。
冉
有
、
季
路
、

孔
子
に
見
へ
て
曰
は
く
。
季
氏
、
将
に
顓
臾
に
事
あ
ら
ん
と
す
。
孔
子
、
曰
は
く
。
求
。
乃
は
ち
、
爾
（
な
ん
じ
）、
是
れ
過
（
あ
や
）

ま
て
る
こ
と
な
か
ら
ん
や
。
夫
れ
顓
臾
、昔
は
、先
王
、以
っ
て
東
蒙
の
主
と
為
り
、且
つ
邦
域
の
中
に
在
る
。
是
れ
社
稷
の
臣
な
り
。

何
を
以
っ
て
伐
つ
こ
と
為
さ
ん
。
冉
有
、
曰
は
く
。
夫
子
、
こ
れ
を
欲
す
。
吾
が
二
臣
は
、
皆
、
欲
せ
ざ
る
な
り
。
孔
子
、
曰
は
く
。

一
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求
。
周
任
に
言
、
有
り
て
曰
は
く
。
力
を
陳
べ
て
列
に
就
き
、
能
は
ざ
る
は
止
む
と
。
危
う
く
し
て
持
せ
ず
、
顚
（
く
つ
が
え
）
り

て
扶
け
ず
ん
ば
、
則
は
ち
、
将
に
焉
く
ん
ぞ
彼
の
相
を
用
ひ
ん
。
且
つ
爾
（
な
ん
じ
）
の
言
、
過
（
あ
や
ま
）
て
り
。
虎
兕
、
柙
（
こ

う
）
よ
り
出
で
、
龜
玉
、
櫝
中
（
と
く
ち
ゅ
う
）
に
毀
る
れ
ば
、
是
れ
誰
の
過
か
。
冉
有
、
曰
は
く
。
今
、
夫
れ
顓
臾
、
固
よ
り
費

に
近
し
。
今
、
取
ら
ず
ん
ば
、
後
世
、
必
ず
子
孫
の
憂
ひ
と
爲
ら
ん
。
孔
子
、
曰
は
く
。
求
。
君
子
、
夫
（
か
）
の
こ
れ
を
欲
す
と

曰
ふ
を
舎
（
お
）
ひ
て
、
必
ら
ず
こ
れ
が
辞
を
為
す
こ
と
を
疾
（
に
く
）
む
。
丘
や
聞
く
。
国
を
有
（
た
も
）
ち
、
家
を
有
（
た
も
）

つ
者
は
、
寡
（
す
く
な
）
き
を
患
（
う
れ
）
へ
ず
し
て
均
し
か
ら
ざ
る
を
患
へ
、
貧
し
き
を
患
へ
ず
し
て
安
か
ら
ざ
る
を
患
ふ
。
蓋

し
、
均
し
け
れ
ば
貧
し
き
こ
と
な
く
、
和
す
れ
ば
寡
な
く
、
安
け
れ
ば
傾
く
こ
と
な
し
。
夫
れ
是
く
の
如
し
。
故
に
、
遠
人
、
服
さ

ざ
れ
ば
、
則
ち
文
徳
を
修
め
て
以
っ
て
こ
れ
を
来
た
し
、
既
に
こ
れ
を
来
た
せ
ば
、
則
は
ち
こ
れ
に
安
ん
ず
。
今
、
由
と
求
と
は
夫

子
を
相
け
、
遠
人
、
服
さ
ざ
れ
ど
も
来
す
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
邦
、
分
か
れ
崩
れ
て
離
析
し
て
守
る
こ
と
能
は
ず
。
而
し
て
干
戈

を
邦
内
に
動
か
さ
ん
こ
と
を
謀
る
。
吾
れ
、
恐
る
。
季
孫
の
憂
は
、
顓
臾
に
在
ら
ず
し
て
、
蕭
牆
の
内
に
在
る
な
り
。）・
・
・「
和
」

は
「
和
合
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

③　
〈
而
後
０
之
。　

０
１
１　

１
１
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
述
而
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る）

14
（

。

子
與
人
歌
而
善
、
必
使
反
之
、
而
後
和
之
。（
子
、
人
と
歌
ひ
て
善
な
ら
ば
、
必
ら
ず
こ
れ
を
反
（
か
え
）
さ
し
め
て
、
而
し
て
後

に
こ
れ
に
和
す
。）・
・
・「
和
」
は
「
合
わ
せ
る
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

④　
〈
君
子
０
而
不
同
。　

０
２
２　

１
１
〉・〈
小
人
同
而
不
０
。　

０
２
２　

１
１
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
子
路
篇
に
次
の
よ
う
に

あ
る）

15
（

。

子
曰
。
君
子
、
和
而
不
同
。
小
人
、
同
而
不
和
。（
子
、
曰
は
く
。
君
子
、
和
し
て
同
ぜ
ず
。
小
人
、
同
じ
て
和
せ
ず
。）・
・
・「
和
」

は
「
調
和
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。・・・「
和
」
の
哲
学
の
心
得
を
述
べ
て
お
り
、
心
の
主
体
的
な
「
和
」
の
意
志
を
重
ん
じ
て
、

表
面
的
、
形
式
的
、
思
考
を
廻
ら
せ
て
い
な
い
、
考
え
の
な
い
「
同
」、
付
和
雷
同
を
戒
め
た
。『
集
解
』
に
「
君
子
心
和
、
然
其
所

見
各
異
、
故
曰
不
同
。
小
人
所
嗜
好
者
則
同
、
然
各
争
利
、
故
曰
不
和
。（
君
子
、
心
、
和
し
、
然
れ
ど
も
、
其
の
見
る
所
、
各
の

一
一
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お
の
異
な
り
、
故
に
、「
不
同
」
と
曰
ふ
、
と
。
小
人
、
嗜
好
す
る
所
は
、
則
は
ち
同
じ
、
然
れ
ど
も
、
各
の
お
の
利
を
争
ふ
、
故
に
、

「
不
和
」
と
曰
ふ
、
と
。）」
と
あ
る）

11
（

。
更
に
、
義
疏
に
「
和
、
謂
心
不
爭
也
。（
和
は
、
心
、
争
は
ざ
る
を
謂
ふ
。）」
と
あ
る）

11
（

。
こ
の

よ
う
に
、
何
晏
（
一
九
五
～
二
四
九
）
は
『
集
解
』
で
、
君
子
は
心
を
和
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
見
識
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
小
人
は

嗜
好
す
る
と
こ
ろ
が
同
じ
で
、
利
を
争
う
の
で
「
不
和
」
に
な
る
と
言
う
。
ま
た
、
皇
侃
（
四
八
八
～
五
四
五
）
は
「
和
」
と
は
心

し
て
争
わ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
う
。

⑤　
〈
動
之
斯
０
。　

３
４　

１
１
〉
に
関
し
て
は
、『
論
語
』
子
張
篇
に
次
の
よ
う
に
あ
る）

11
（

。

陳
子
禽
謂
子
貢
曰
。
子
爲
恭
也
。
仲
尼
豈
賢
於
子
乎
。
子
貢
曰
。
君
子
一
言
以
爲
知
、
一
言
以
爲
不
知
。
言
不
可
不
慎
也
。
夫
子
之

不
可
及
也
、
猶
天
之
不
可
階
而
升
也
。
夫
子
之
得
邦
家
者
、
所
謂
立
之
斯
立
、
道
之
斯
行
、
綏
之
斯
來
、
動
之
斯
和
。
其
生
也
榮
、

其
死
也
哀
。
如
之
何
其
可
及
也
。（
陳
子
禽
、
子
貢
に
謂
ひ
て
曰
は
く
。
子
、
恭
を
為
す
な
り
。
仲
尼
、
豈
に
子
よ
り
賢
な
ら
ん
や
。

子
貢
、
曰
は
く
。
君
子
、
一
言
、
以
っ
て
知
と
為
し
、
一
言
、
以
っ
て
不
知
と
為
す
。
言
、
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
夫
子
の

及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
や
、
猶
ほ
天
の
階
し
て
升
る
べ
か
ら
ざ
る
が
ご
と
き
な
り
。
夫
子
の
邦
家
を
得
る
者
、
所
謂
、
こ
れ
を
立
つ
れ
ば

斯
れ
立
ち
、
こ
れ
を
道
び
け
ば
斯
れ
行
は
れ
、
こ
れ
を
綏
（
や
す
）
ん
ず
れ
ば
斯
れ
来
た
り
、
こ
れ
を
動
か
せ
ば
斯
れ
和
す
。
其
の

生
な
る
は
栄
へ
、
其
の
死
な
る
は
哀
し
む
。
こ
れ
を
如
何
ぞ
其
れ
及
ぶ
べ
け
ん
や
。）・
・
・「
和
」
は
「
和
合
」
の
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、『
論
語
』
の
五
篇
に
「
和
」
の
文
字
が
出
て
く
る
。

①
の
学
而
篇
・
④
の
子
路
篇
の
「
和
」
は
「
調
和
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
②
の
季
氏
篇
・
⑤
の
子
張
篇
の
「
和
」
は
「
和
合
」

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
③
の
述
而
篇
の
「
和
」
は
「
合
わ
せ
る
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
和
」
は
、
本
拙
稿
に

て
先
に
考
察
し
た
よ
う
に
、「
話
し
合
い
に
よ
り
剛
柔
を
調
整
す
る
こ
と
」
の
原
意
に
基
づ
く
、
所
謂
、「
和
す
る
」
の
意
味
で
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、『
論
語
』
に
は
、「
和
」
に
「peace

」
の
意
味
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
①
学
而
篇
で
「
礼
」
と
「
和
」
に
つ
い
て
の

相
互
関
連
性
・
相
互
補
完
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
更
に
、
④
子
路
篇
で
君
子
と
小
人
の
「
和
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

一
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四　
「
令
」・「
礼
」・「
和
」
と
『
論
語
』

上
記
の
よ
う
に
、「
令
」
と
「
和
」
の
も
と
も
と
の
漢
字
の
意
味
、
成
り
立
ち
、
並
び
に
、『
論
語
』
の
章
に
お
け
る
「
令
」
と
「
和
」

の
字
の
用
い
ら
れ
方
、
そ
の
章
の
思
想
、
哲
学
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。
こ
こ
に
、
ま
と
め
て
、
次
の
四
点
を
指
摘
し
た
い
。

⑴
「
令
」
と
「
令
」
の
文
字
は
ど
ち
ら
を
用
い
る
べ
き
か
。
両
方
と
も
正
し
く
て
間
違
い
が
な
い
と
い
う
の
は
、
書
き
手
を
混
乱
さ
せ

る）
11
（

。

⑵
「
二　
『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
に
つ
い
て
」
の
②
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
論
語
』
子
路
篇
の
「
子
曰
。
其
身
正
、不
令
而
行
、其
身
不
正
、

雖
令
而
不
從
。（
子
、曰
は
く
。
其
の
身
、正
し
け
れ
ば
、令
せ
ず
と
も
行
わ
れ
、其
の
身
、正
か
ら
ざ
れ
ば
、令
す
と
雖
も
従
わ
ず
。）」
は
、

人
と
し
て
正
し
い
こ
と
を
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。「
不
正
」は
固
よ
り
不
可
で
し
か
な
い
。ま
た
、こ
の
子
路
篇
に
つ
い
て
、

程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』（
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
一
一
六
三
頁
に
、「【
發
明
】
古
語
云
：『
以

身
教
者
從
、以
言
教
者
訟
。』訟
者
、退
有
後
言
也
。（
古
語
に
云
ふ
。『
身
を
以
て
教
ふ
る
者
に
は
従
ひ
、言
を
以
て
教
ふ
る
者
と
は
訟（
あ

ら
）
そ
ふ
。』
訟
は
、
退
き
て
後
の
言
、
有
る
な
り
。）」
と
あ
る
。「
古
語
に
云
ふ
」
で
は
あ
る
が
、
口
頭
ば
か
り
で
な
く
、
身
を
も
っ

て
教
え
る
こ
と
の
大
切
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑶
「
レ
イ
ワ
」
の
発
音
を
漢
字
で
表
記
す
る
と
、『
論
語
』
で
は
、「
令
和
」
で
は
な
く
て
、「
礼
和
」
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
本
拙
稿
、

「
二　
『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
に
つ
い
て
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
論
語
』
学
而
篇
・
公
冶
長
篇
・
陽
貨
篇
に
あ
る
「
巧
言
令
色
」

は
「
鮮
矣
仁
」
の
意
味
で
あ
り
、「
令
色
」
の
語
は
良
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
な
い
。
更
に
、「
三　
『
論
語
』
に
お
け
る
「
和
」
に
つ

い
て
」
の
①
で
の
べ
た
よ
う
に
、『
論
語
』
学
而
篇
の
「
有
子
曰
。
禮
之
用
、
和
爲
貴
。
先
王
之
道
、
斯
爲
美
。
小
大
由
之
、
有
所
不
行
。

知
和
而
和
、
不
以
禮
節
之
、
亦
不
可
行
也
。（
有
子
、
曰
は
く
。
礼
の
用
は
、
和
を
貴
し
と
為
す
。
先
王
の
道
、
斯
れ
を
美
と
為
す
。
小
、

大
、
こ
れ
に
由
る
も
、
行
な
は
れ
ざ
る
所
あ
り
。
和
を
知
り
て
和
し
、
礼
を
以
っ
て
こ
れ
を
節
せ
ざ
れ
ば
、
亦
た
行
こ
な
は
れ
る
べ
か

ら
ざ
る
な
り
。）」
は
、
聖
徳
太
子
の
「
十
七
条
の
憲
法
」
第
一
条
の
「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」
の
典
拠
と
な
る
も
の）

41
（

で
あ
り
、
こ
こ

一
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に
、「
礼
」
と
「
和
」
の
相
互
の
関
係
、
関
連
性
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
レ
イ
ワ
」
は
、『
論
語
』
で
は
、「
令

和
」
で
は
な
く
て
、「
礼
和
」
と
な
る
。
ま
た
、
邢
昺
疏
に
、「
和
、
謂
楽
也
。
楽
主
和
同
、
故
謂
楽
爲
和
。
夫
禮
勝
則
離
、
謂
所
居
不
和
。

故
禮
貴
用
和
、
使
不
至
於
離
也
。（
和
は
楽
を
謂
ふ
な
り
。
楽
、
和
同
を
主
と
す
。
故
に
楽
、
和
を
為
す
を
謂
ふ
。
夫
れ
、
礼
、
勝
れ

ば
則
は
ち
離
れ
、
居
す
る
所
、
不
和
を
謂
ふ
。
故
に
礼
、
貴
び
、
和
を
用
ふ
る
は
、
離
は
る
る
に
至
ら
ざ
ら
使
め
ん
。）」
と
あ
る
。「
和
」

よ
り
も
「
礼
を
以
て
貴
し
と
な
す
」
と
す
る
の
は
良
く
な
い
こ
と
だ
と
指
摘
を
し
て
い
る
。

⑷
「
三　
『
論
語
』
に
お
け
る
「
和
」
に
つ
い
て
」
の
④
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
論
語
』
子
路
篇
の
「
子
曰
。
君
子
、
和
而
不
同
。
小
人
、

同
而
不
和
。（
子
、
曰
は
く
。
君
子
、
和
し
て
同
ぜ
ず
。
小
人
、
同
じ
て
和
せ
ず
。）」
は
、
君
子
と
小
人
に
お
け
る
「
和
」
の
心
得
に

つ
い
て
と
「
雷
同
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
何
晏
は
、
君
子
は
、
そ
の
見
識
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、「
和
」
す
る
こ
と
を
心
掛
け
、

小
人
は
利
に
走
り
争
う
為
に
「
不
和
」
に
な
る
と
指
摘
し
た
。

以
上
で
あ
る
。

五　

結

総
じ
て
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
孔
子
（
前
五
五
二
～
前
四
七
九
）
は
『
論
語
』
の
中
で
「
仁
」
を
主
張
し
て
い
る
。
子
路
篇
に

「
剛
毅
木
訥
」
は
「
仁
に
近
し
」、
と
あ
り
、
学
而
篇
・
陽
貨
篇
で
は
、「
巧
言
令
色
」
は
「
鮮
な
し
仁
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
の
「
仁
」

の
思
想
に
お
い
て
は
、「
木
訥
」
は
肯
定
的
で
あ
る
が
、「
令
色
」
は
否
定
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
令
色
」
を
あ
ま
り
い
い
と
は
考

え
て
い
な
い）

41
（

。
尚
、「
令
」
に
関
す
る
思
想
に
つ
い
て
は
、前
節
の
⑵
・
⑶
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
ま
た
、『
論
語
』
に
お
い
て
「
レ
イ
ワ
」

は
、
学
而
篇
に
あ
る
よ
う
な
、「
礼
・
和
」
と
な
る
。
こ
の
学
而
篇
で
は
「
礼
」
と
「
和
」
と
の
相
互
関
連
性
、
相
互
補
完
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る）

42
（

。
邢
昺
は
そ
の
「
疏
」
で
、「
礼
」
の
行
き
過
ぎ
は
人
心
が
離
れ
る
こ
と
に
な
る
為
に
、「
礼
」
よ
り
も
「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」

一
四
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一
五

と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た）

41
（

。
ま
た
、
何
晏
は
、
別
章
（
子
路
篇
）
の
『
集
解
』
で
、
君
子
は
そ
れ
ぞ
れ
見
識
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
君

子
は
「
和
」
を
心
掛
け
る
が
、
小
人
は
共
に
利
に
争
い
「
不
和
」
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

44
（

。
そ
れ
か
ら
、
朱
熹
は
、
先
の
学
而
篇

の
『
集
注
』
で
、「
礼
」
を
「
天
理
の
節
文
、
人
事
の
儀
則
」
と
し
て
「
自
然
の
理
」
だ
と
し
、「
礼
」
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
「
和
」
が
従

容
と
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
朱
熹
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
和
」
よ
り
も
「
礼
」
の
実
践
が
先
行
す
る
も
の
と
の
「
礼
の

思
想
」
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る）

45
（

。
こ
の
よ
う
に
、諸
注
釈
家
に
よ
り
見
解
を
異
に
は
す
る
が
、上
記
の
本
拙
稿
で
の
考
察
の
よ
う
に
、『
論

語
』
に
お
い
て
は
、「
令
」
に
「
う
る
わ
し
い
」
の
意
味
は
伺
え
ず
、「
令
は
善
な
り
」
と
い
う
概
念
よ
り
も
、
孔
子
は
人
と
し
て
の
最
高

徳
目
で
あ
る
「
仁
」
に
こ
そ
、
そ
の
哲
学
・
思
想
の
展
開
が
あ
る）

41
（

と
し
て
、〈「
令
」
で
は
な
く
て
「
礼
」、
と
「
和
」
と
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
の
が
『
論
語
』
で
あ
る）

41
（

〉
と
言
え
る
。

註
（1）
川
口
謙
二
・
池
田
政
弘
著
『
元
号
事
典
』（
東
京
美
術
選
書
16　

東
京
美
術　

一
九
七
七
年
〈
昭
和
五
十
二
〉）
の
帯
に
、「
元
号
は

中
国
の
戦
国
時
代
、魏
の
恵
王
の
治
政
に
は
じ
ま
っ
た
。
日
本
で
は
古
来
朝
鮮
伝
来
の
干
支
を
用
い
て
い
た
が
、孝
徳
天
皇
（
六
四
五

～
六
五
四
）
の
と
き
、は
じ
め
て
「
大
化
」
の
元
号
が
た
て
ら
れ
た
。
一
世
一
代
の
元
号
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。」
と
あ
る
。

更
に
、「
中
国
・
日
本
・
朝
鮮
・
ベ
ト
ナ
ム
の
公
年
号
一
覧
」（
水
上
雅
晴
編
『
年
号
と
東
ア
ジ
ア
―
改
元
の
思
想
と
文
化
―
』
八
木

書
店　

二
〇
一
九
年
〈
令
和
元
〉
附
録　

三
六
頁
）、
同
書
、「
第
二
部　

朝
鮮
・
ベ
ト
ナ
ム
と
年
号
」、
等
、
参
照
。

（2）
安
居
香
山
・
中
村
璋
八
編
『
重
修
緯
書
集
成
巻
一
下
（
易　

下
）
附
校
勘　

索
引
』（
明
徳
出
版
社　

一
九
八
五
年
〈
昭
和
六
〇
〉）

の
一
三
四
頁
、「
易
緯
」
に
、「
辛
酉
爲
革
命
、
甲
子
爲
革
令
」
と
あ
る
。
更
に
、
安
居
香
山
『
緯
書
』（
明
徳
出
版
社　

一
九
六
九

年
〈
昭
和
四
十
四
〉）、
安
居
香
山
『
予
言
と
革
命
』（
探
求
社　

一
九
七
六
年
〈
昭
和
五
十
一
〉）、
安
居
香
山
『
中
国
の
神
秘
思
想
』

（
平
河
出
版
社　

一
九
八
八
年
〈
昭
和
六
十
三
〉）、参
照
。
更
に
、水
上
雅
晴
編
『
年
号
と
東
ア
ジ
ア
―
改
元
の
思
想
と
文
化
―
』（
八

木
書
店　

二
〇
一
九
年
〈
令
和
元
〉）
四
九
頁
の
「
辛
酉
年
と
甲
子
年
の
中
国
と
日
本
の
改
元
実
態
」、
ま
た
、
同
書
二
一
九
頁
、
清
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水
浩
子
「
年
号
と
王
朝
交
代
」、
等
、
参
照
。

（3）
諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辭
典　

索
引
』（
大
修
館
書
店　

一
九
六
〇
年
〈
昭
和
三
十
五
〉）
の
七
八
三
頁
に
、「
８
０
３
０
７　

令 

１ 
６
１
５
」
と
あ
る
の
は
誤
植
で
あ
り
、
本
来
、「
８
０
３
０
７ 

令 

１ 

６
１
５
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。「
令
」
で
は
な
く
て
、「
令
」

で
あ
る
の
な
ら
ば
「
８
０
２
０
７

」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
四
角
号
碼
新
詞
典
』（
商
务
印
书
館　

一
九
五
八
年
〈
中
華
人
民

共
和
国
一
〇
〉）、
参
照
。

（4）
栾
贵
明
・
田
栾
主
編
『
十
三
経
索
引
』（
北
京　

中
国
社
会
科
学
出
版
社　

二
〇
〇
三
年
〈
中
華
人
民
共
和
国
五
十
五
〉）
に
、
他
に
、

「
令
和
」・「
和
令
」
の
語
彙
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
葉
紹
鈞
編
『
十
三
経
索
引
』（
中
華
書
局
出
版　

一
九
八
三
年
〈
中
華
人
民
共

和
国
三
十
五
〉〉）
に
記
述
は
な
い
。『
禮
記
引
得　

附
標
校
經
文
』（
李
國
楨　

南
嶽
出
版
社　

一
九
七
八
年
〈
中
華
民
國
六
十
七
〉

Copyright 1996 in the Republic of China H
arverd-Yenching Institute

）
で
は
、
一
七
三
頁
に
、「
命
相
布
徳
和
〇
」
の
指

摘
は
あ
る
が
、
何
故
か
、「
命
相
布
徳
〇
令
」
は
な
い
。

（5）
『
重
栞
宋
本
禮
記
注
疏
附
校
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
学
開
雕
』（
藝
文
印
書
舘　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉））

の
二
八
六
頁
、参
照
。
因
み
に
、『
礼
記
』
月
令
篇
（
新
釈
漢
文
大
系
２
７　

礼
記
上　

竹
内
照
夫
著　

明
治
書
院　

一
九
七
一
年
〈
昭

和
四
十
六
〉）
二
二
八
頁
に
、「
立
春
之
日
、
天
子
親
帥
三　

公
九
卿
諸
侯
大
夫
、
以
迎
春
於
東
郊
、
還
反
賞
公
卿
大
夫
於
朝
、
命
相

布
徳
和
令
、
行
慶
施
惠
、
下
及
兆
民
。・
・
・
立
春
の
日
、
天
子
、
親
ら
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
を
帥
ゐ
て
、
以
て
春
を
東
郊

に
迎
へ
、
還
反
し
て
公
卿
・
大
夫
を
朝
に
賞
し
、
相
に
命
じ
て
徳
を
布
き
令
を
和
げ
、
慶
を
行
ひ
惠
を
施
し
、
下
兆
民
に
及
ぶ
。・・・

立
春
の
日
に
な
る
と
、
み
ず
か
ら
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
ら
を
率
い
、
都
の
東
郊
に
出
て
太
暤
や
句
芒
（
天
帝
と
そ
の
付
添
い

の
神
）
を
祭
り
、
春
を
迎
え
る
。
そ
し
て
王
宮
に
帰
っ
て
公
卿
（
三
公
・
九
卿
た
ち
）
や
大
夫
た
ち
を
、
祭
を
助
け
た
こ
と
に
つ
い

て
賞
し
、
大
臣
に
命
じ
て
、
臣
民
に
対
し
恩
徳
を
厚
く
し
、
禁
令
を
緩
め
さ
せ
、
賞
を
与
え
、
物
を
施
し
て
万
民
に
行
き
わ
た
る
よ

う
に
さ
せ
、
か
つ
賞
や
施
し
が
す
べ
て
公
正
で
誤
り
の
な
い
よ
う
に
、
注
意
さ
せ
る
。」
と
あ
る
。

（6）
二
〇
一
九
年
〈
令
和
元
〉
五
月
十
二
日
（
日
曜
日
）
の
産
経
新
聞
一
面
の
「
古
典
個
展　

ま
だ
あ
る
「
令
和
」
の
出
典
」
に
そ
の
指

一
六
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摘
が
あ
る
。

（7）
元
号「
令
和
」に
つ
い
て
の
経
緯
を
少
し
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
午
前
十
一
時
四
十
一
分
頃
に
、「
平

成
」に
代
わ
る
次
の
元
号「
令
和
」が
菅
義
偉
内
閣
官
房
長
官
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
。
五
月
一
日
か
ら「
令
和
元
年
」と
な
る
。
出
典
は
、

大
伴
旅
人
の
晩
年
、
六
十
五
歳
の
七
三
〇
年
〈
天
平
二
〉
正
月
に
梅
の
歌
を
宴
席
で
詠
ん
だ
『
万
葉
集
』
巻
五
「
梅
花
の
歌
三
十
二

首
」
の
序
文
に
あ
る
、「
初
春
令
月
、
気
淑
風
和
、（
初
春　

令
月　

気
、
淑
（
よ
）
く
、
風
、
和
な
り
、」
の
「
令
」
の
字
と
「
和
」

の
字
で
あ
る
、
と
安
倍
晋
三
首
相
は
言
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
す
で
に
、『
文
選
』（
中
国
六
朝
時
代
南
朝
梁
の
昭
明
太
子
（
五
〇
一

～
五
三
一
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
詩
文
集
）
の
第
十
五
巻
の
後
漢
の
張
衡
（
七
八
～
一
三
九
）
の
詩
「
帰
田
賦
」
に
、「
仲
春
令
月
、

時
和
気
清
（
仲
春
の
令
月
、
時
、
和
し
、
気
、
清
し
）」
と
あ
る
（
小
尾
郊
一
編
著
『
文
選
（
文
章
編
）
二
』（
全
釈
漢
文
大
系
２
７

　

集
英
社　

一
九
七
四
年
〈
昭
和
四
十
九
〉）
二
七
三
頁
、
参
照
。）。
尚
、『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
「
令
和
」
制
定
』（
日
本
テ
レ
ビ
政
治

部　

中
公
新
書
ラ
ク
レ　

二
〇
一
九
年
〈
令
和
元
〉）、『
令
和
誕
生
―
退
位
・
改
元
の
黒
衣
た
ち
―
』（
読
売
新
聞
政
治
部　

新
潮
社

　

二
〇
一
九
年
〈
令
和
元
〉）、
参
照
。

（8）
以
下
、
本
拙
稿
に
お
い
て
、『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
と
「
和
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
章
を
取
り
上
げ
た
。
参
照
さ
れ
た
し
。

（9）
『
説
文
解
字
注
』（
四
部
善
本
新
刊　

断
句
套
印
本　

附
許
學
叢
書
本
段
氏
説
文
注
訂
合
刊　

漢
京
文
化
事
業
有
限
公
司　

一
九
八
〇
年
〈
中
華
民
國
六
十
九
〉）
四
三
五
頁
、
参
照
。
並
び
に
、
段
注
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
雄
二
郎
編
『
訓
讀　

説
文
解
字
注

　

匏
冊
』（
東
海
大
学
古
典
叢
書　

東
海
大
学
出
版
会　

一
九
九
三
年
〈
平
成
五
〉）
一
五
八
頁
、
参
照
。
尚
、「
号
部
」・「
口
部
」・「
人

部
」
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
一
六
四
頁
の
注
（
15
）
か
ら
注
（
23
）、
参
照
。
更
に
、〈『
詩
』（
小
雅
、「
角
弓
」）
の
（
鄭
）
箋
に
曰

は
く
。「
令
は
善
な
り
」、
と
。〉
に
つ
い
て
は
、『
重
栞
宋
本
詩
經
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印

書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）
五
〇
四
頁
、
参
照
。

（11）
『
正
中
形
音
義
綜
合
大
字
典
』（
高
樹
藩
編
纂
・
王
修
明
校
正　

正
中
華
局
印
行　

一
九
七
一
年
〈
中
華
民
國
六
十
〉）
五
五
頁
、
並

び
に
、
藤
堂
明
保
著
『
漢
字
語
源
辞
典
』（
學
燈
社　

一
九
六
五
年
〈
昭
和
四
〇
〉）
四
七
六
頁
、
参
照
。

一
七
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（11）
明
、
程
榮
『
漢
魏
叢
書　

附
：
索
隱　

二
』（
明
、
萬
暦
壬
申
年
一
五
九
二
年
本　

新
興
書
局
有
限
公
司　

一
九
七
七
年
〈
中
華
民

国
六
十
六
〉）
一
〇
三
七
頁
、
参
照
。

（12）
因
み
に
、
張
衡
の
「
帰
田
賦
」
の
「
令
月
」
の
「
令
」
の
意
味
は
、「
善
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

（11）
『
説
文
解
字
注
』（
四
部
善
本
新
刊　

断
句
套
印
本　

附
許
學
叢
書
本
段
氏
説
文
注
訂
合
刊　

漢
京
文
化
事
業
有
限
公
司　

一
九
八
〇
年
〈
中
華
民
國
六
十
九
〉）
五
七
頁
、
参
照
。
並
び
に
、
段
注
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
雄
二
郎
編
『
訓
讀　

説
文
解
字
注　

金
冊
』（
東
海
大
学
古
典
叢
書　

東
海
大
学
出
版
会　

一
九
八
一
年
〈
昭
和
五
十
六
〉）
五
五
五
頁
、
参
照
。
尚
、
段
注
の
「
十
七
部
」

に
つ
い
て
は
、
同
書
、
三
頁
、
参
照
。

（14）
白
川
静
著
『
字
統
』（
平
凡
社　

一
九
八
四
年
〈
昭
和
五
十
九
〉）
九
二
一
頁
の
全
文
を
参
照
さ
れ
た
し
。

（15）
『
重
栞
宋
本
周
禮
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）

三
三
七
頁
、
参
照
。

（11）
揚
雄
撰　

范
望
注
『
太
玄
経
』（
諸
子
百
家
叢
書　

上
海
古
籍
出
版
社　

一
九
九
〇
年
〈
中
華
人
民
共
和
国
四
十
二
〉）
九
九
頁
、参
照
。

（11）
『
論
語
引
得　

附
標
校
經
文
』（
李
國
楨　

南
嶽
出
版
社　

一
九
七
八
年
〈
中
華
民
國
六
十
七
〉　Copyright 1996 in the 

Republic of China H
arverd-Yenching Institute

）
の
九
四
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
９
０ 

０
２
０
令　

巧
言
０
色　

１
／
１

／
３
：
３
６
／
１
７
／
１
５　

巧
言
０
色
足
恭　

９
／
５
／
２
５　

不
０
而
行　

２
５
／
１
３
／
６　

雖
０
不
從　

２
５
／
１
３
／

６　

慢
０
致
期
謂
之
賊　

４
２
／
２
０
／
２　

０　

２
３
（
１
）　

令
尹　

０
０
子
文
三
仕
爲
０
０　

８
／
５
／
１
９　

舊
０
０
之

政　

８
／
５
／
１
９　

必
以
告
新
０
０　

９
／
５
／
１
９
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
、「
０　

２
３
（
１
）」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、「
顔
淵

篇
」
の
「
子
貢
問
政
。
子
曰
。
足
食
、
足
兵
、
民
信
之
矣
。
子
貢
曰
。
必
不
得
已
而
去
、
於
斯
三
者
、
何
先
。
曰
。
去
兵
。
曰
。
必

不
得
已
而
去
、
於
斯
二
者
、
何
先
。
曰
。
去
食
。
自
古
皆
有
死
。
民
、
無
信
不
立
。（
子
貢
、
政
を
問
ふ
。
子
、
曰
は
く
。
食
を
足
し
、

兵
を
足
し
、
民
を
し
て
こ
れ
を
信
ぜ
し
む
。
子
貢
、
曰
は
く
。
必
ら
ず
已
む
を
得
ず
し
て
去
ら
ば
、
斯
の
三
者
に
お
い
て
、
何
を
か

先
に
せ
ん
。
曰
は
く
。
兵
を
去
ら
ん
。
子
貢
、曰
は
く
。
必
ら
ず
已
む
を
得
ず
し
て
去
ら
ば
、斯
の
二
者
に
お
い
て
何
を
か
先
に
せ
ん
。

一
八
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曰
は
く
。
食
を
去
ら
ん
。
古
へ
よ
り
皆
な
死
あ
り
。
民
、
信
な
く
ん
ば
立
た
ず
。）」
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
民
信
之
矣
。（
民
を
し
て

こ
れ
を
信
ぜ
し
む
。）」
の
「
民
」
と
「
信
」
の
字
の
間
に
、「
民
上
―
有
令
字
、
又
令
一
作
使
」
で
あ
る
と
の
注
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）
の

一
一
二
頁
の
「
論
語
注
疏
校
勘
記
」（
阮
元
撰
盧
宣
旬
摘
録
）
に
、「
民
信
之
矣　

皇
本
民
上
有
令
字
高
麗
本
令
作
使
」
と
あ
る
。
つ

ま
り
、
皇
侃
本
で
は
、「
令
民
信
之
矣
。（
民
を
し
て
こ
れ
を
信
ぜ
し
む
。）」
と
な
っ
て
お
り
、
高
麗
本
で
は
、「
使
民
信
之
矣
。（
民

を
し
て
こ
れ
を
信
ぜ
し
む
。）」
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

（11）
本
拙
稿
に
お
い
て
、
底
本
は
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六

年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉〉）
を
用
い
た
。
因
み
に
、
底
本
で
は
「
令
」
の
表
記
で
は
な
く
て
、「
令
」
と
な
っ
て
い
る
。
尚
、『
論

語
』
の
訳
注
に
は
、
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）、
吉
田
賢
抗
著
『
論
語
』（
明
治
書
院　

一
九
六
〇
年
〈
昭
和
三
十
五
〉）、貝
塚
茂
樹
訳
注
『
論
語
』（
中
央
公
論
新
社　

一
九
七
三
年
〈
昭
和
四
十
八
〉）、加
地
伸
行
全
訳
注
『
論

語
』（
講
談
社
学
術
文
庫　

二
〇
〇
四
年
〈
平
成
十
六
〉）、
等
々
が
あ
る
。
参
照
さ
れ
た
し
。
尚
、
本
拙
稿
に
お
い
て
は
、
逐
語
的
、

意
訳
的
な
適
切
性
を
勘
案
し
て
、
筆
者
独
自
の
書
き
下
し
文
を
付
し
た
。

（11）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）

四
四
頁
、
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
九
七
頁
、
並
び
に
、
程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』（
程

俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
四
二
七
頁
、
参
照
。
ま
た
、
前
掲
の
『
論
語
集
釈
』、
四
三
二
頁
に
、

「【
集
注
】
令
尹
、
官
名
、
楚
上
卿
執
政
者
也
。（
令
尹
は
、
官
名
に
し
て
、
楚
の
上
卿
、
執
政
の
者
な
り
。）」
と
あ
る

（21）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）

一
一
六
頁
、
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
二
五
二
頁
、
並
び
に
、
程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』

（
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
一
一
六
三
頁
、
参
照
。

（21）
程
樹
徳
撰『
論
語
集
釈
』（
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年〈
平
成
二
〉）一
一
六
三
頁
に
、「【
集
解
】令
、教
令
也
。（
令

一
九
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二
〇

は
、
教
令
な
り
。）」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
書
、
同
頁
に
、「【
發
明
】
古
語
云
：『
以
身
教
者
從
、
以
言
教
者
訟
。』
訟
者
、
退
有
後
言

也
。（
古
語
に
云
ふ
。『
身
を
以
て
教
ふ
る
者
に
は
従
ひ
、
言
を
以
て
教
ふ
る
者
と
は
訟
（
あ
ら
）
そ
ふ
。』
訟
は
、
退
き
て
後
の
言
、

有
る
な
り
。）」
と
あ
る
。「
古
語
」
で
は
、
言
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
身
を
も
っ
て
教
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
。

（22）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）

一
〇
九
頁
、
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
三
九
八
頁
、
並
び
に
、
程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』

（
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
一
七
六
九
頁
、
参
照
。

（21）『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年〈
中
華
民
國
六
十
五
〉〉）六
頁
、

金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
二
一
頁
、
並
び
に
、
程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』（
程
俊
英
・

蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
二
一
頁
、
参
照
。

（24）『
通
志
堂
経
解
』１
６（
江
蘇
廣
陵
古
籍
刻
印
社　

一
九
九
三
年〈
中
華
人
民
共
和
国
四
十
三
〉）三
〇
頁
、参
照
。
ま
た
、程
樹
徳
撰『
論

語
集
釈
』（
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉） 

二
一
頁
に
、「【
考
證
】
大
戴
禮
曾
子
立
事
篇
：
巧
言
令
色
、

難
於
仁
矣
。（『
大
戴
禮
』
曾
子
立
事
篇
に
、「
巧
言
令
色
、仁
を
難
ず
。」）」
と
あ
る
。
ま
た
、同
書
、同
頁
に
、「【
集
解
】
包
曰
：「
巧
言
、

好
其
言
語
。
令
色
、
善
其
顔
色
。
皆
欲
令
人
説
之
、
少
能
有
仁
也
。」（
包
、
曰
は
く
。「
巧
言
は
、
其
の
言
語
を
好
く
す
。
令
色
は
、

其
の
顔
色
を
善
く
す
。
皆
、令
人
を
欲
し
て
こ
れ
を
説
く
、少
な
く
、仁
、有
る
に
能
ふ
。」）」
と
あ
る
。
ま
た
、同
書
、同
頁
に
、「【
唐

以
前
古
注
】
皇
疏
引
張
憑
云
：
仁
者
、人
之
性
也
。
性
有
厚
薄
、故
體
足
者
難
耳
。
巧
言
令
色
之
人
於
仁
性
爲
少
、非
爲
都
無
其
分
也
、

故
曰
鮮
矣
有
仁
。（
皇
疏
、
張
憑
を
引
き
て
云
ふ
。「
仁
は
、
人
の
性
な
り
。
性
に
厚
薄
、
有
り
て
、
故
に
足
る
を
体
す
は
難
ず
の
み
。

巧
言
令
色
の
人
、
仁
性
に
少
を
為
し
、
都
て
其
の
分
、
無
き
を
為
す
に
非
ず
、
故
に
曰
ふ
、
仁
、
有
る
を
鮮
な
し
、
と
。）」
と
あ
る
。

ま
た
、
同
書
、
二
二
頁
に
、「【
集
注
】
巧
、
好
。
令
、
善
也
。
好
其
言
、
善
其
色
、
致
飾
於
外
、
務
以
説
人
、
則
人
欲
肆
而
本
心
之

徳
亡
矣
。
聖
人
辭
不
迫
切
、
專
言
鮮
則
絶
無
可
知
、
學
者
所
當
深
戒
也
。（
巧
は
、
好
な
り
。
令
は
、
善
な
り
。
其
の
言
を
好
く
し
、

其
の
色
を
善
く
し
、
飾
り
を
外
に
致
し
て
、
務
め
て
以
っ
て
人
に
説
け
ば
、
則
は
ち
人
、
肆
を
欲
し
て
、
本
心
の
徳
、
亡
し
。
聖
人



『
論
語
』
に
お
け
る
「
令
」
と
「
和
」
に
つ
い
て

21

二
一

の
辞
、
迫
切
せ
ず
し
て
、
專
は
ら
鮮
を
言
へ
ば
、
則
は
ち
絶
へ
て
知
る
べ
き
な
く
、
学
ぶ
者
、
当
に
深
戒
す
べ
き
所
な
り
。）」
と
あ
る
。

（25）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉〉）

一
六
頁
、金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
一
〇
一
頁
、並
び
に
、程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』（
程

俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
四
四
九
頁
、
参
照
。
ま
た
、
前
掲
の
『
論
語
集
釈
』、
四
五
五
頁
に
、

「【
集
注
】
足
、
過
也
。（
足
は
、
過
な
り
。）」
と
あ
る
。

（21）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉〉）

一
五
七
頁
、金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
三
五
四
頁
、並
び
に
、程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』（
程

俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
一
五
七
八
頁
、
参
照
。
ま
た
、
前
掲
の
『
論
語
集
釈
』、
一
五
七
八

頁
に
、「【
集
解
】
王
曰
：「
巧
言
無
實
、
令
色
無
質
。（
王
、
曰
は
く
。「
巧
言
は
無
実
に
し
て
、
令
色
は
無
質
な
り
。」）」
と
あ
る
。

（21）
註

（21）
・
註

（25）
・
註

（21）
、
参
照
。

（21）
『
論
語
引
得　

附
標
校
經
文
』（
李
國
楨　

南
嶽
出
版
社　

一
九
七
八
年
〈
中
華
民
國
六
十
七
〉　Copyright 1996 in the 

Republic of China H
arverd-Yenching Institute

）
の
一
五
七
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
２
６ 

８
８
１

和　

０
爲
貴　

２
／
１

／
１
２　

知
０
而
０　

２
／
１
／
１
２　

而
後
０
之　

１
３
／
７
／
３
２　

君
子
０
而
不
同　

２
６
／
１
３
／
２
３　

小
人
同
而
不

０　

２
８
／
１
３
／
２
３　

０
無
寡　

３
３
／
１
６
／
１　

動
之
斯
０　

４
１
／
１
９
／
２
５
」
と
あ
る
。

（21）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）
八

頁
、金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
二
八
頁
、並
び
に
、程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』（
程
俊
英
・

蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
五
九
頁
、
参
照
。

（11）
「
聖
徳
太
子
十
七
ヶ
條
之
憲
法
・
并
註
」（
坂
本
太
郎
編
『
聖
徳
太
子
全
集
』
第
一
巻　

十
七
條
憲
法　

龍
吟
社　

一
九
四
二
年
〈
昭

和
一
七
〉）
一
三
頁
に
、「
一
曰
。
以
和
爲
貴
。（
一
ニ
曰
ク
。
和
ヲ　

以
テ　

貴
シ
ト　

為
ス
。）」
と
あ
る
。
更
に
、
諸
江
辰
男
「
以

和
為
貴
」（『
香
料
』
１
７
３　

一
九
九
二
年
〈
平
成
四
〉）、
深
瀬
忠
一
「
聖
徳
太
子
の
17
条
の
憲
法
（
と
く
に
「
以
和
為
貴
」）
に
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た
い
す
る
中
国
諸
思
想
の
影
響
と
日
本
的
総
合
お
よ
び
そ
の
憲
法
文
化
的
遺
産
と
今
日
的
意
義
―
１
―
」（『
北
星
学
園
大
学
経
済
学

部
北
星
論
集
』
３
２　

一
九
九
五
年
〈
平
成
七
〉）、荒
木
雪
葉
「「
和
の
文
化
」
論 : 「
和
爲
貴
」
解
釈
を
端
緒
と
し
て
」（『
和
の
文
化
』

１　

二
〇
一
二
年
〈
平
成
二
十
四
〉）、
参
照
。

（11）
程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』（
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
六
〇
頁
に
、「【
集
注
】
禮
者
、
天
理

之
節
文
、
人
事
之
儀
則
也
。
和
者
、
從
容
不
迫
之
意
。
蓋
禮
之
爲
體
雖
嚴
、
然
皆
出
於
自
然
之
理
、
故
其
爲
用
必
從
容
而
不
迫
、
乃

爲
可
貴
。
先
王
之
道
此
其
所
以
爲
美
、
而
小
事
大
事
無
不
由
之
也
。（
礼
は
、
天
理
の
節
文
、
人
事
の
儀
則
な
り
。
和
は
、
従
容
と

し
て
迫
ま
ら
ざ
る
の
意
な
り
。
蓋
し
、
礼
の
体
、
為
る
は
、
厳
な
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
皆
、
自
然
の
理
に
出
で
、
故
に
其
の
用
、

為
る
は
、
必
ら
ず
従
容
と
し
て
迫
ま
ら
ず
、
乃
は
ち
貴
ぶ
べ
き
と
為
る
。
先
王
の
道
、
此
れ
其
の
美
と
為
す
所
以
に
し
て
、
而
し
て
、

小
事
大
事
、
こ
れ
に
由
ら
ざ
る
な
き
な
り
。）」
と
あ
る
。
朱
熹
（
一
一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
は
「
礼
」
を
「
天
理
の
節
文
、
人
事
の

儀
則
」
と
し
て
「
自
然
の
理
」
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
礼
」
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
「
和
」
も
従
容
と
し
て
付
随
す
る
も
の
だ

と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、「
和
」
そ
の
も
の
よ
り
も
「
礼
」
そ
の
も
の
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

（12）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）
八

頁
上
段
Ｂ
葉
、
参
照
。

（11）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）

一
四
六
頁
、
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
三
二
四
頁
、
並
び
に
、
程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』

（
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
一
四
五
五
頁
、参
照
。
尚
、「
何
以
代
爲
」
は
、金
谷
治
訳
注
『
論

語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
三
二
五
頁
で
は
、「
何
以
爲
代
也
」
と
あ
る
。
こ
の
三
二
六
頁
に
、「
＊
伐
つ
こ

と
を
為
さ
ん
―
―
「
為
伐
也
」。
唐
石
経
・
通
行
本
で
は
「
伐
為
」
と
あ
っ
て
「
也
」
字
が
無
い
。
皇
本
は
こ
の
本
と
同
じ
。」
と
の

記
述
が
あ
る
。

（14）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）

二
二
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六
五
頁
、金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
一
四
六
頁
、並
び
に
、程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』（
程

俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
六
四
三
頁
、
参
照
。
ま
た
、
前
掲
の
『
論
語
集
釈
』、
六
四
三
頁
に
、

「【
考
異
】
史
記
世
家
：
使
人
歌
善
、
則
使
復
之
、
然
後
和
之
。（『
史
記
』
世
家
に
、
人
を
し
て
歌
、
善
な
ら
し
め
ば
、
則
は
ち
、
こ

れ
に
復
さ
し
め
、
然
る
後
に
、
こ
れ
に
和
す
。）」
と
あ
る
。

（15）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
年
〉）

一
一
九
頁
、
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
二
六
五
頁
、
並
び
に
、
程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』

（
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
一
二
〇
五
頁
、
参
照
。

（11）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）

一
一
九
頁
上
段
Ａ
・
Ｂ
葉
、
参
照
。

（11）
『
論
語
集
解
義
疏
』
四
冊
（
王
雲
五
主
編
『
叢
書
集
成
初
編
』　

上
海
商
務
印
書
館　

一
九
三
七
年
〈
中
華
民
国
二
十
六
〉） 

四
〇
四

（
一
八
六
）
頁
、
参
照
。

（11）
『
重
栞
宋
本
論
語
注
疏
附
挍
勘
記　

嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
學
開
雕
』（
藝
文
印
書
館　

一
九
七
六
年
〈
中
華
民
國
六
十
五
〉）

一
七
四
頁
、
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』（
岩
波
書
店　

一
九
六
三
年
〈
昭
和
三
十
八
〉）
三
九
三
頁
、
並
び
に
、
程
樹
徳
撰
『
論
語
集
釈
』

（
程
俊
英
・
蒋
見
元
点
校　

中
華
書
局　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
一
七
二
八
頁
、
参
照
。

（11）
註

（3）
、
参
照
。

（41）
註

（11）
、
参
照
。

（41）
五
十
嵐
恵
太
「「
巧
言
令
色
鮮
矣
仁
」
と
「
剛
毅
木
訥
近
仁
」
の
比
較
問
題
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』
第
40
号

　

二
〇
一
六
年
〈
平
成
二
八
〉）
に
、「
巧
言
令
色
」
と
「
剛
毅
木
訥
」、「
鮮
矣
仁
」
と
「
近
仁
」、に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
考
が
あ
る
。

参
照
さ
れ
た
し
。

（42）
本
拙
稿
、「
三　
『
論
語
』
に
お
け
る
「
和
」
に
つ
い
て
」
の
①
、
更
に
、「
四　
「
令
」・「
礼
」・「
和
」
と
『
論
語
』」
の
⑶
、
参
照
。

二
三
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（41）
本
拙
稿
、「
四　
「
令
」・「
礼
」・「
和
」
と
『
論
語
』」
の
⑶
、
参
照
。

（44）
本
拙
稿
、「
四　
「
令
」・「
礼
」・「
和
」
と
『
論
語
』」
の
⑷
、
参
照
。

（45）
註

（11）
、
参
照
。

（41）
加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』（
中
公
新
書　

一
九
九
〇
年
〈
平
成
二
〉）
八
三
頁
、
参
照
。

（41）
二
〇
一
九
年
〈
令
和
元
〉
十
月
十
六
日
（
水
曜
日
）
の
読
売
新
聞
一
二
面
の
「
時
代
の
証
言
者　

令
和
の
心　

万
葉
の
旅　

中
西　

進　

９
０　

1
」
に
、「
・・・
命
令
が
思
い
浮
か
ぶ
と
批
判
す
る
学
者
も
い
ま
す
が
、
改
め
て
中
国
の
国
語
辞
典
で
確
認
す
る
と
「
令

は
善
な
り
」
と
あ
る
。
善
は
「
論
語
」
で
は
最
高
の
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
て
、
や
は
り
い
い
言
葉
で
す
。
善
だ
か
ら
こ
そ
規
律
は

法
令
と
さ
れ
、
人
は
自
ら
を
律
し
、
令
に
従
う
。
実
に
「
令
し
い
」
日
本
語
で
す
。・
・
・
」、
と
あ
る
。
中
西
氏
は
『
論
語
』
を
誤

解
し
て
い
る
。『
論
語
』
で
は
「
善
」
よ
り
も
「
仁
」
で
あ
り
、「
令
」
は
「
令
色
」
と
し
て
あ
ま
り
い
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
な
い
。

更
に
、「
令
（
う
る
わ
）
し
い
」
の
漢
字
の
読
み
、
訓
に
つ
い
て
も
、
漢
字
の
も
と
も
と
の
成
り
立
ち
、
意
味
、
中
国
文
献
で
の
扱

わ
れ
方
、
等
か
ら
し
て
疑
問
で
あ
り
、
無
理
で
あ
る
。
因
み
に
、
本
拙
稿
、「
一　
「
令
」
と
「
和
」
の
文
字
に
つ
い
て
」
で
述
べ
た

よ
う
に
、『
説
文
解
字
』
段
注
に
、「
凡
、
令
訓
、
善
者
、
靈
之
假
借
字
也
。（
凡
よ
そ
、「
令
」
の
訓
、「
善
」
は
、「
霊
」
の
仮
借
の

字
な
り
。）」
と
あ
る
。「
令
は
善
な
り
」
は
、
も
と
も
と
は
「
霊
は
善
な
り
」
で
あ
り
、「
霊
」
を
「
令
」
と
し
た
の
は
、
基
本
的
に

は
字
音
に
よ
る
仮
借
の
文
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
令
は
善
な
り
」
で
、云
々
、「
令
（
う
る
わ
）
し
い
」
と
論
ず
る
の
は
疑
問
で
あ
り
、

問
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何
か
と
所
々
、
疑
問
、
問
題
、
等
は
多
々
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
中
西
氏
が
『
万
葉
集
』
を
原

典
と
し
た
「（
礼
で
は
な
く
）
令
の
思
想
」
か
ら
、
日
本
語
と
し
て
「
令
（
う
る
わ
）
し
い
」
と
訓
じ
た
こ
と
は
、
素
晴
ら
し
い
と

考
え
る
。
本
拙
稿
、
註

（7）
の
諸
本
、
参
照
。

二
四




